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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二枚又は三枚の帯状の連続衛生薄葉紙が重ねられた、２プライ又は３プライの連続シー
トを巻取って円筒状とした衛生薄葉紙ロールであって、
　この衛生薄葉紙ロールは、巻き径が１０７～１０９ｍｍ、巻き長さが２５～２６ｍ、巻
き硬さが０．３～０．６ｋｇｆであり、
　連続衛生薄葉紙が、古紙パルプを８０～９５％含み、バージンパルプを５～２０％含み
、米坪が１２．５～１４．５ｇ／ｍ2であり、その構成繊維の平均繊維長が１．１５～１
．４０ｍｍであり、
　前記バージンパルプは、ＮＢＫＰとＬＢＫＰからなりその比率（ＮＢＫＰ：ＬＢＫＰ）
が３０：７０～５０：５０であり、
　前記連続シートが、エンボス加工が施されているとともに模様が印刷され、かつ、縦方
向の乾燥引張り強度が２５０～４５０ｃＮ／２５ｍｍ幅であり、横方向の乾燥引張り強度
が１２０～１９０ｃＮ／２５ｍｍ幅である、
　ことを特徴とする衛生薄葉紙ロール。
【請求項２】
　前記連続シートは、着色されて白色以外の地色を有している請求項１記載の衛生薄葉紙
ロール。
【請求項３】
　前記連続シートは、水解性を有する請求項１記載の衛生薄葉紙ロール。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トイレットロールに代表される、帯状の連続衛生薄葉紙を円筒状に巻取って
なる衛生薄葉紙ロールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　トイレットロールに代表される衛生薄葉紙ロールの中には、顧客吸引力を高めるべく、
エンボス加工、地色の着色、インキ等による図案や図柄による模様印刷が行なわれたもの
があり、このような衛生薄葉紙ロールは、コストも高く、通常、価格設定も高くされ消費
者においては高級品として認識されている。
　これに対して、この主の衛生薄葉紙ロールにおいては、原料として古紙パルプ１００％
とからなるものもよく知られる。この古紙パルプ１００％を原料とするトイレットロール
は、コストや環境配慮に注視した製品であり、特に柔らかさやふんわり感や見栄えにおい
て、上述の高級品と比較すると劣るが、低価格品として、上記高級品とは異なる製品カテ
ゴリーとして消費者に認識されている。
　ここで、かかる古紙パルプ１００％の製品おいて、柔らかさやふんわり感に劣るのは、
古紙パルプの構成繊維が比較的短いことに起因する。また、単に印刷やエンボス加工をほ
どこすだけでは、上記繊維構成に起因して外観向上の効果が乏しく、コスト高にみあうメ
リットが得られない。
　しかしながら、近年のリサイクルの高まりから、古紙を利用しつつも高級品に劣らない
ような製品が求められており、かかる製品の開発は業界においても望まれるところである
。
【特許文献１】特開２００７－６８５７７
【特許文献２】特開２００８－１５４５９９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　そこで、本発明の主たる課題は、古紙パルプを主原料としつつも柔らかさ、ふんわり感
があり、しかも外観において上記の高級品と遜色のない外観の衛生薄葉紙ロールを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決した本発明は次記の通りである。
　　＜請求項１記載の発明＞
　二枚又は三枚の帯状の連続衛生薄葉紙が重ねられた、２プライ又は３プライの連続シー
トを巻取って円筒状とした衛生薄葉紙ロールであって、
　この衛生薄葉紙ロールは、巻き径が１０７～１０９ｍｍ、巻き長さが２５～２６ｍ、巻
き硬さが０．３～０．６ｋｇｆであり、
　連続衛生薄葉紙が、古紙パルプを８０～９５％含み、バージンパルプを５～２０％含み
、米坪が１２．５～１４．５ｇ／ｍ2であり、その構成繊維の平均繊維長が１．１５～１
．４０ｍｍであり、
　前記バージンパルプは、ＮＢＫＰとＬＢＫＰからなりその比率（ＮＢＫＰ：ＬＢＫＰ）
が３０：７０～５０：５０であり、
　前記連続シートが、エンボス加工が施されているとともに模様が印刷され、かつ、縦方
向の乾燥引張り強度が２５０～４５０ｃＮ／２５ｍｍ幅であり、横方向の乾燥引張り強度
が１２０～１９０ｃＮ／２５ｍｍ幅である、
　ことを特徴とする衛生薄葉紙ロール。
【０００５】
【０００６】
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　＜請求項２記載の発明＞
　前記連続シートは、着色されて白色以外の地色を有している請求項１記載の衛生薄葉紙
ロール。
【０００７】
　＜請求項３記載の発明＞
　前記連続シートは、水解性を有する請求項１記載の衛生薄葉紙ロール。
【０００８】
【０００９】
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、古紙パルプを主原料としつつも柔らかさ、ふんわり感があり、しかも
外観において上記の高級品と遜色のない外観の衛生薄葉紙ロールが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について詳説する。
　〔構造〕
　本発明は、二枚以上の帯状の連続衛生薄葉紙が重ねられた連続シートを巻取って円筒状
とした衛生薄葉紙ロールである。
　本発明に係る連続シートは、少なくとも二枚以上の帯状の連続衛生薄葉紙が重ねられた
形態を採る。重ねられる連続衛生薄葉紙の枚数は特に限定されるものではなく、例えば二
枚、三枚、四枚、又はそれ以上の複数枚と適宜変更することができる。特に、二枚又は三
枚がエンボス加工した場合の効果が顕著であり望ましい。
【００１２】
　以下、二枚の帯状の連続衛生薄葉紙を重ねた連続シートを巻取ったトイレットロールを
想定した形態例により詳述する。ただし、本発明は、この形態に限定されるわけではない
。
　〔連続シート〕
　本発明の連続シートは、上述のとおり二枚の帯状の連続衛生薄葉紙が積層一体化されて
なるものであり、特徴的に、その構成する連続衛生薄葉紙のそれぞれに、所定の図柄を描
くように配された図案エンボスが付与されている。
　この図案エンボスの具体的な図案、大きさ、形状などは特に限定されるものではなく、
ロゴマーク、数字、文字、幾何学模様など図案、適宜の大きさを選択することができる。
【００１３】
　この図案エンボスを構成する単位エンボス一つあたりの面積は、０．００２～０．０５
ｃｍ2程度が望ましい。０．０５ｃｍ2を超えると水解性が悪化し、０．００２ｃｍ2未満
であると着色が認識し難い。また、図案エンボスは、エンボス密度が、３～２０個／ｃｍ
2、であるのがよい。３個／ｃｍ2、未満であると薄葉紙同士の接着が十分ではなく、２０
個／ｃｍ2、を超えると、水解性や強度が低下するおそれが高まる。
【００１４】
　また、この連続シートは、各連続衛生薄葉紙の図案エンボスの凸面同士が対面するよう
に配されており、そのエンボスの凸部頂面に付与された接着剤によって、両連続衛生薄葉
紙が接着されている。
【００１５】
　図示の形態では連続衛生薄葉紙に付与された図案エンボスの模様が同一であり、それぞ
れ対応するエンボスの凸部頂面同士が接着された所謂Ｔｉｐ ｔｏ Ｔｉｐの形態となって
いるが、本発明におけるエンボスとしては、一方の原紙シートの凸部頂面が他方の原紙シ
ートのエンボス凸部以外の部分に接着される形態であってもよい。
【００１６】
　他方、接着剤は、水解性を考慮すれば水性であるのが望ましく、具体例としては、ＰＶ
Ａ（ポリビニルアルコール）、ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）等が挙げられる。



(4) JP 5602998 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

特に好ましいものは、セルロース系の水性接着剤であり、具体例としてＣＭＣである。
【００１７】
　なお、本発明の接着剤の粘度としては、１～１００ｍｐａ・s、特に５～３０ｍｐａ・s
が望ましい。
　接着剤の塗布量は、適宜増減することができるが、０．０１～２．０ｇ／ｍ2とするの
が望ましい。２．０ｇ／ｍ2を超えると、ごわつくようになり、０．０１ｇ／ｍ2未満であ
ると接着が不十分となる。
【００１８】
　他方、本形態の連続シートには、図柄として認識されず、また各連続衛生薄葉紙の接着
に実質的には寄与しない、前記図案エンボスより密度が密でありエンボス深さの浅いマイ
クロエンボス（図示されない）が形成されているのが望ましい。
　なお、ここでの実質的にとは、マイクロエンボス上に図案エンボスが重畳的に配されて
いる部位では、結果的にマイクロエンボス同士が接着されることがあるがこれを考慮しな
いという意味である。本形態では好ましい形態として、各連続衛生薄葉紙のマイクロエン
ボスの凸部同士が近接して向い合っている。
【００１９】
　他方、本発明にかかる連続シート、より具体的には、連続シートを構成する連続衛生薄
葉紙のうちの巻き取り時に常に外周面に位置する部位に、高級感を発現させるべく着色イ
ンキ等により所定の図柄Ｐや図案Ｐを描くことで模様が付与されている。これは、例えば
、既知の印刷技術により形成することができる。
【００２０】
　模様を構成する具体的な図案Ｐや図柄Ｐの形成範囲、大きさ、形状などは特に限定され
るものではなく、ロゴマーク、数字、文字、幾何学模様など図案、適宜の大きさを選択す
ることができる。
【００２１】
　他方、模様を構成する図案Ｐや図柄Ｐなどのうち、着色されている部分は、連続衛生薄
葉紙の地色と明確に相違しているのがよい。模様の形成に用いるインキとしては、染料イ
ンキ、顔料インキを問わず、トイレットペーパー、ティシュペーパーなどの衛生薄葉紙の
印刷に用いられている既知のインキが利用できる。これらのインキによって印刷して模様
を形成すれば、地色と異なる図案を付与することができる。
　限定はされないが着色部分と地の部分とのＬ＊ａ＊ｂ＊表色系におけるＬ＊値の差ΔＬ
＊は３．０以上あるのが望ましい。なお、Ｌ＊値の測定は、例えば日本電色工業製の測定
装置「ＰＦ－１０」を用いて行うことができる。
【００２２】
　他方、本発明の連続シートは、ＪＩＳ　Ｐ　８１１３に従って測定した縦方向の乾燥引
張り強度が２５０～４５０ｃＮ／２５ｍｍ幅、横方向の乾燥引張り強度が１２０～１９０
ｃＮ／２５ｍｍ幅である。なお、本測定における試料の大きさは幅２５ｍｍ×１５０ｍｍ
である。
　上記数値範囲から外れると、強度が十分ではなかったり、拭き取り性や水解性が悪化し
て使用に耐えられ難いものとなる。
【００２３】
　他方、本発明の衛生薄葉紙ロールを構成する連続シートは、水解性であるのが望ましく
、この場合少なくともＪＩＳ Ｐ ４５０１で規定される、ほぐれやすさの試験方法におけ
る結果が８０秒以下となるようにするのが望ましい。
　通常は８０秒を超えると、使用後に水洗トイレ等に廃棄しても水解が遅く、排水管に詰
まる恐れが生じるからである。水解性の調整は、構成する連続製紙薄葉紙の製造の際に既
知の紙力調整剤や抄紙原料のフリーネスの調整することで達成できる。
【００２４】
〔連続衛生薄葉紙〕
　本発明に係る連続シートを構成する連続衛生薄葉紙は、原料パルプを主とする抄紙原料
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を、公知の抄紙工程、具体的には、ワイヤパート、プレスパート、ドライヤパート、サイ
ズプレス、カレンダパート等を経るなどして製造することができる。
　抄紙に際しては、例えば、分散剤、苛性ソーダ、アンモニア水等のｐＨ調整剤、消泡剤
、防腐剤、蛍光染料、離型剤、耐水化剤、流動変性剤、歩留まり向上剤などの適宜の薬品
を添加することができる。
【００２５】
　ここで、本発明に係る連続衛生薄葉紙は、特徴的にパルプ構成が古紙パルプを８０～９
５％、バージンパルプを５～２０％となっている。かかる構成比とするには、上述の抄紙
原料におけるパルプ原料の配合比を調整することにより達成できる。
　なお、古紙パルプが８０％未満となりバージンパルプが２０％を超えると、上記エンボ
スが明瞭とならないとともに、古紙パルプを用いることのコストメリットが低下する。
　反対に古紙パルプが９５％を超えて、バージンパルプが５％未満であると製造が困難と
なる。すなわち、バージンパルプ由来の繊維が紙全体に分散されずに、地合の安定しない
部分が生じ、エンボス加工が十分に行なえなくなったり、本願発明の好ましい巻き形態を
達成することが困難となったりする。さらに、ふんわり感、見栄えも向上し難くなる。
【００２６】
　本願発明では、５～２０％配合されたバージンパルプが適度に紙全体に分散されること
で地合が良好となって、古紙パルプ１００％からなるものと比較して表面の見栄えが著し
く向上し、さらにエンボス付与、模様印刷、着色や後述する巻き硬さと相まって、古紙パ
ルプを用いるコストメリットを享受しつつも高級感のある衛生薄葉紙ロールとすることが
可能となるのである。
　なお、バージンパルプに関しては、ＮＢＫＰとＬＢＫＰとからなるのが好ましく、その
場合の配合割合としては、ＮＢＫＰ：ＬＢＫＰ＝３０：７０～５０：５０とするのがよい
。
【００２７】
　さらに、本発明の連続衛生薄葉紙は、構成する繊維の平均繊維長が、好ましく１．１５
～１．４０ｍｍとされる。平均繊維の調整は、用いる古紙パルプやバージンパルプの種類
の調整、叩解度の調整により達成できる。この平均繊維長が１．１５ｍｍ未満であると、
後述するエンボスが明瞭とならないおそれがたかまるとともに、ふんわり感や柔らかさが
発現し難くなる。反対に平均繊維長１．４０ｍｍを超える範囲は、安価な古紙パルプを８
０％以上用いつつ簡易に達成することが困難であるため望ましくない。なお、平均繊維長
は、例えば、Fiber　Lab（metso corporation社製）により測定することができる。
【００２８】
　他方、連続衛生薄葉紙は全体として高級感等のあるように見せる効果を得るために、地
色が白色に限らずオレンジ、ピンク、ブルーとするのが望ましい。連続衛生薄葉紙の地色
の調整は、予め着色料を混合して着色した抄紙原料を抄紙すればよく、これは既知の技術
により達成できる。
【００２９】
　〔米坪〕
　他方、本発明に用いる連続衛生薄葉紙の米坪は、ＪＩＳ Ｐ ８１２４の米坪測定方法に
おける値が、１２．５～１４．５ｇ／ｍ2である。この範囲は、一般的なトイレットロー
ルよりも低い値である。本発明は、古紙パルプ由来の比較的短い繊維に起因して強度が発
現しやすくなる。このため低坪量であってもエンボスをしっかりと付与することができ、
もってふんわり感に貢献する嵩だかなものとしつつも柔らかさを確保できる。
　なお、１２．５ｇ／ｍ2未満では、柔らかさの向上の観点からは好ましいものの、トイ
レットペーパーとして利用する場合の強度を適正に確保することができない。また、１４
．５ｇ／ｍ2超では、硬くなりすぎて、肌触りが悪くなる。
　また、連続衛生薄葉紙における各プライを構成する衛生薄葉紙の坪量は、すべて統一す
る必要はない。
【００３０】
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　〔ソフトネス〕
　他方、本発明の連続衛生薄葉紙は、ソフトネスの値が２．０～３．２ｃＮであるのが望
ましい。この範囲は、とりわけトイレットペーパーとして使用する場合に適する。すなわ
ち、２．０ｃＮ未満であると強度が低くなり、使用する際に破れが起きやすくなり、３．
２ｇを超えると使用時に硬く感じられ、肌触りの悪いものとなる。
　ここでのソフトネスは、ＪＩＳ Ｌ１０９６ Ｅ法に準じたハンドルオメータ法に基づい
て測定したものである。
【００３１】
　〔衛生薄葉紙ロール〕
　他方、本発明の衛生薄葉紙ロールは、上記説明の連続衛生薄葉紙からなる連続シートを
巻取って、筒状にしたものであるが、本発明の衛生薄葉紙ロールでは、トイレットロール
として用いるのであれば、その巻き長さ（用いられている連続シートの長さ）が、２５～
２６ｍ、巻き径が１０７～１０９ｍｍとするのがよい。当該形状の範囲以外となると一般
的なペーパーホルダーを用いて利用することが困難となる。
【００３２】
　他方、本発明の衛生薄葉紙ロールでは、その巻き硬さが０．３～０．６ｋｇｆであるの
が望ましい。この巻き硬さは、一般的なトイレットロールと比較すると極めて低い巻き硬
さである。
　なお、巻き硬さの測定は、まず、π尺（ムラテックＫＤＳ株式会社製　ダイヤメーター
リール　Ｆ１０－０２ＤＭ）をロールの周面に沿って一周巻き付け、そのπ尺の先端部に
プッシュブルゲージを接続する。次いで、プッシュプルゲージをロールを絞る方向で折線
方向に引張りπ尺の目盛り３π分絞り込んだときの力をプッシュプルゲージ（株式会社イ
マダ　デジタルフォースゲージ（製品名）ＤＳＰ－２０型式）から読み取り、これを巻き
硬さとする。
【００３３】
　本発明は、上述の連続衛生薄葉紙、連続シートの構成とするとともに、この巻き長さ、
巻き径、低い巻き硬さとすることでふんわり感、高級感のある製品外観となる。
　なお、このような巻き径、巻き硬さ、巻き長さが可能となるのは、上述の連続衛生薄葉
紙について古紙パルプとバージンパルプの配合比率を定めたことに起因することが大きい
。一般的なバージンパルプ１００％の連続シートを用いて達成使用とすると、筒心が飛び
出して竹の子形状となるおそれが極めて高い製品となってしまう。
【００３４】
　すなわち、本発明では、古紙パルプの比較的短い繊維に起因して、エンボスがしっかり
明瞭に付与されて嵩だかとなるとともに、その表面については比較的摩擦係数の大きな表
面となることで、ふんわり感等の外観に貢献する当該巻き硬さとすることができ、にも関
わらず、バージンパルプの適量の配合によって表面の地合が良好となって、見栄えにおい
ては高級感のあるものとなる。そして、上記低坪量により、柔らかさもあるものとなるの
である。
　なお、連続シートの巻き取り方法などは既知の技術による。
【００３５】
　〔本発明の製造方法〕
　本形態の連続シートは、既知の技術に従って連続衛生薄葉紙に対して模様を印刷したの
ち、例えば、次記のようにしてエンボスを付与する。
　まず、予め二枚の連続衛生薄葉紙に対して別途に、肌触り性の向上という観点から好ま
しくは６０％以上、より好ましくは９０％以上の実質的に全領域にわたって、それぞれ既
知のマイクロエンボス加工ロール装置によってマイクロエンボス加工を施す。
　次いで、各連続衛生薄葉紙に対して、表面に模様柄が形成された金属製凸エンボスロー
ルとゴム製抑えロールとの一対でニップする図案エンボスロールに通して図案エンボスを
付与する。
　その後に各連続衛生薄葉紙又は一方の連続衛生薄葉紙のエンボス凸部頂面部に対して接



(7) JP 5602998 B2 2014.10.8

着剤を塗布する。
　次いで、両連続衛生薄葉紙のエンボス凸部同士が対面するようにして両連続衛生薄葉紙
を重ね合せて接着し連続シートとする。
　その後に連続シート、既知のマシンによって巻き取ったのち、裁断してトイレットロー
ルに適した大きさとする。
　ここで、連続衛生薄葉紙を抄紙するにあたっては、模様印刷、エンボス付与、巻き取り
時の延びなど製造時の変化を考慮して、原紙時における坪量、引張り強度、ソフトネスの
値は適宜高めに調整するのが望ましい。
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